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（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
等
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
等
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

（
略
）

一

（
略
）

二

削
除

二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
注
６
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十

二
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
職
員
初
任
者
研
修
課
程
を
修
了
し

た
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
（
平
成
二
十
四
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
八
号
）
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。
）

三

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
注
６
の
厚

三

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
注
７
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件

（
略
）

（
略
）

三
の
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
ヘ
の

（
新
設
）

注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者

三
の
三

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
入
浴
介
護
費
の

（
新
設
）

ハ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
の
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

ン
費
の
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

移
行
支
援
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
か

社
会
参
加
支
援
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一

ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
及
び
同
法
第
二
百
五

六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
及
び
同
法
第
二

十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市

百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
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の
市
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら
同

核
市
の
市
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か

年
十
二
月
ま
で
の
期
間
）

ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
期
間
）

十

（
略
）

十

（
略
）

十
の
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
新
設
）

費
の
ハ
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の

ハ
⑵
を
月
に
一
回
算
定
し
て
い
る
者

十
一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

十
一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

の
ハ
の
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤

の
ハ
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤

（
略
）

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

十
五

削
除

十
五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注
７
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助

入
浴
介
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
設
備
を
有
し
て
行
わ

れ
る
入
浴
介
助

十
五
の
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注

十
五
の
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

12

11

Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
の
算
定
を
開
始
す
る
月
の
前
年
の
同
月
か
ら
起
算
し

Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一

て
十
二
月
ま
で
の
期
間

月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間

十
六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注

の

十
六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注

の

13

12

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

（
略
）

（
略
）

十
七

削
除

十
七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
費
の
注
６
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助

第
十
五
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助

十
八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

十
八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

ョ
ン
費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

18

17

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

十
九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

十
九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
費
の
ニ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

ョ
ン
費
の
ニ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

移
行
支
援
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
か

社
会
参
加
支
援
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
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ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら

い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日

同
年
十
二
月
ま
で
の
期
間
）

か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
期
間
）

二
十
～
二
十
六

（
略
）

二
十
～
二
十
六

（
略
）

二
十
七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護

二
十
七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護

費
の
イ
⑸
の
注
、
ロ
⑹
の
注
、
ハ
⑷
の
注
、
ニ
⑸
の
注
及
び
ホ
⑻
の
注
の
厚

費
の
イ
⑷
の
注
、
ロ
⑹
の
注
、
ハ
⑷
の
注
、
ニ
⑸
の
注
及
び
ホ
⑻
の
注
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

（
略
）

（
略
）

二
十
八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護

二
十
八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護

費
の
イ
⑺
㈡
の
注
及
び
ホ
⑼
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ

費
の
イ
⑹
㈡
の
注
及
び
ホ
⑼
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

（
略
）

（
略
）

二
十
八
の
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養

二
十
八
の
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養

介
護
費
の
イ
⑹
の
注
、
ロ
⑺
の
注
、
ハ
⑸
の
注
及
び
ホ
⑽
の
注
の
厚
生
労
働

介
護
費
の
イ
⑸
の
注
、
ロ
⑺
の
注
、
ハ
⑸
の
注
及
び
ホ
⑽
の
注
の
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
者

大
臣
が
定
め
る
者

（
略
）

（
略
）

二
十
八
の
三

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居

（
新
設
）

者
生
活
介
護
費
の
注
８
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
の
算
定
を
開
始
す
る
月
の
前
年
の
同
月
か
ら
起
算
し

て
十
二
月
ま
で
の
期
間

二
十
九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居
者
生

二
十
九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
費
の
ホ
の
注
１
及
び
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合

活
介
護
費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者

す
る
利
用
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
利
用
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
利
用
者

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

医
師
、
生
活
相
談
員
、
看
護
職
員
、
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
の
職
種

ロ

医
師
、
看
護
職
員
、
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
（
以
下
こ

の
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。
）
が
共
同
で
作
成

の
号
に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。
）
が
共
同
で
作
成
し
た
利
用
者
の

し
た
利
用
者
の
介
護
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
、
医
師
等
の
う
ち
そ
の
内
容

介
護
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
、
医
師
等
の
う
ち
そ
の
内
容
に
応
じ
た
適
当

に
応
じ
た
適
当
な
者
か
ら
説
明
を
受
け
、
当
該
計
画
に
つ
い
て
同
意
し
て

な
者
か
ら
説
明
を
受
け
、
当
該
計
画
に
つ
い
て
同
意
し
て
い
る
者
（
そ
の

い
る
者
（
そ
の
家
族
等
が
説
明
を
受
け
た
上
で
、
同
意
し
て
い
る
者
を
含

家
族
等
が
説
明
を
受
け
た
上
で
、
同
意
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る

む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

こ
と
。
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ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

三
十
～
三
十
五

（
略
）

三
十
～
三
十
五

（
略
）

三
十
五
の
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
定
期
巡

（
新
設
）

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
ト
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

者
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者

三
十
五
の
二
の
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
夜

（
新
設
）

間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の
ハ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者

三
十
五
の
二
の
三

（
略
）

三
十
五
の
二

（
略
）

三
十
五
の
三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密

三
十
五
の
三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密

着
型
通
所
介
護
費
の
注
４
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利

着
型
通
所
介
護
費
の
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利

用
者

用
者

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

三
十
五
の
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密

着
型
通
所
介
護
費
の
注
８
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入

浴
介
助

第
十
五
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助

三
十
五
の
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密

三
十
五
の
四
の
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地

着
型
通
所
介
護
費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

14

12

（
略
）

（
略
）

三
十
五
の
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密

三
十
五
の
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密

着
型
通
所
介
護
費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

着
型
通
所
介
護
費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

15

13

（
略
）

（
略
）

三
十
六

（
略
）

三
十
六

（
略
）

（
削
る
）

三
十
七

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
費
の
注
４
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴

介
助第

十
五
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
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三
十
七

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応

（
新
設
）

型
通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
９
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

第
十
五
号
の
二
に
規
定
す
る
期
間

三
十
八

（
略
）

三
十
八

（
略
）

三
十
九

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機

三
十
九

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
費
の
チ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

能
型
居
宅
介
護
費
の
ト
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
利
用
者

い
る
利
用
者

（
略
）

（
略
）

四
十

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型

四
十

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
費
の
注
８
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利

共
同
生
活
介
護
費
の
注
７
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利

用
者

用
者

（
略
）

（
略
）

四
十
一

（
略
）

四
十
一

（
略
）

四
十
一
の
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密

（
新
設
）

着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
の
注
７
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
期
間

第
二
十
八
号
の
三
に
規
定
す
る
期
間

四
十
二
・
四
十
三

（
略
）

四
十
二
・
四
十
三

（
略
）

四
十
三
の
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密

（
新
設
）

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚

13

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

第
二
十
八
号
の
三
に
規
定
す
る
期
間

四
十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

四
十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労

17

14

働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
障

働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
障

害
の
あ
る
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」

害
の
あ
る
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」

と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

四
十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

四
十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労

17

14

働
大
臣
が
定
め
る
者

働
大
臣
が
定
め
る
者
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（
略
）

（
略
）

四
十
六

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

四
十
六

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労

20

17

働
大
臣
が
定
め
る
者

働
大
臣
が
定
め
る
者

（
略
）

（
略
）

四
十
七

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

四
十
七

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
療
養
食

る
療
養
食

（
略
）

（
略
）

四
十
八

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

四
十
八

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
タ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者

る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

医
師
、
生
活
相
談
員
、
看
護
職
員
、
管
理
栄
養
士
、
介
護
支
援
専
門
員

ロ

医
師
、
看
護
職
員
、
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
（
以
下
こ

そ
の
他
の
職
種
の
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。
）

の
号
に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。
）
が
共
同
で
作
成
し
た
入
所
者
の

が
共
同
で
作
成
し
た
入
所
者
の
介
護
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
、
医
師
等
の

介
護
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
、
医
師
等
の
う
ち
そ
の
内
容
に
応
じ
た
適
当

う
ち
そ
の
内
容
に
応
じ
た
適
当
な
者
か
ら
説
明
を
受
け
、
当
該
計
画
に
つ

な
者
か
ら
説
明
を
受
け
、
当
該
計
画
に
つ
い
て
同
意
し
て
い
る
者
（
そ
の

い
て
同
意
し
て
い
る
者
（
そ
の
家
族
等
が
説
明
を
受
け
た
上
で
、
同
意
し

家
族
等
が
説
明
を
受
け
た
上
で
、
同
意
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る

て
い
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

四
十
九

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

四
十
九

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
タ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
ソ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
者

る
者

（
略
）

（
略
）

五
十

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介

五
十

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
ソ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
ネ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

者

者

（
略
）

（
略
）

五
十
一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー

五
十
一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー

ビ
ス
費
の
イ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等

ビ
ス
費
の
イ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等

12

10
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（
略
）

（
略
）

五
十
二

（
略
）

五
十
二

（
略
）

五
十
三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー

五
十
三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー

ビ
ス
費
の
ル
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

ビ
ス
費
の
ト
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

（
略
）

（
略
）

五
十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー

五
十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー

ビ
ス
費
の
ワ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分

ビ
ス
費
の
リ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分

（
略
）

（
略
）

五
十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー

五
十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー

ビ
ス
費
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

ビ
ス
費
の
ヌ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

（
略
）

（
略
）

五
十
六

（
略
）

五
十
六

（
略
）

五
十
六
の
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

（
新
設
）

基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス

等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
13

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

第
二
十
八
号
の
三
に
規
定
す
る
期
間

五
十
七

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

五
十
七

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介

17

視
覚
障
害
者
等

護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数

表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生

14

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
障
害
者
等

（
略
）

（
略
）

五
十
八

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

五
十
八

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

17

14

（
略
）

（
略
）

五
十
九

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

五
十
九

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

20

17

（
略
）

（
略
）

六
十

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

六
十

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
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ビ
ス
の
ヌ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

（
略
）

（
略
）

六
十
一

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

六
十
一

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者

ー
ビ
ス
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者

（
略
）

（
略
）

六
十
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

六
十
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ー
ビ
ス
の
タ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（
略
）

（
略
）

六
十
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

六
十
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
ヨ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ー
ビ
ス
の
レ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（
略
）

（
略
）

六
十
四

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

六
十
四

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

13

11

（
略
）

（
略
）

六
十
五

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

六
十
五

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

15

13

入
所
者

入
所
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
、
支
援
相
談
員
、
管
理
栄
養
士
等
が
共
同

ハ

医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
入
所
者
の
状
態
又
は
家

し
て
、
入
所
者
の
状
態
又
は
家
族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
本
人
又
は
そ

族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
同

の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
同
意
を
得
て
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
が
行
わ
れ
て

意
を
得
て
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

い
る
こ
と
。

六
十
六

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

六
十
六

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
ル
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

ー
ビ
ス
の
ワ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

（
略
）

（
略
）

六
十
七

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

六
十
七

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
カ
⑵
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置

ー
ビ
ス
の
タ
⑵
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置

、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

（
略
）

（
略
）

六
十
八

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

六
十
八

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
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ー
ビ
ス
の
ヨ
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
所
者

ー
ビ
ス
の
レ
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
所
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

帯
状
疱
疹
の
者

ハ

帯
状
疱
疹
の
者
（
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
の
点
滴
注
射
を
必
要
と
す
る
者
に
限

ほ

う

し

ん

ほ

う

し

ん

る
。
）

ニ

蜂
窩
織
炎
の
者

（
新
設
）

ほ

う

か

六
十
九

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

六
十
九

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
タ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ー
ビ
ス
の
ソ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（
略
）

（
略
）

七
十

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー

七
十

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー

ビ
ス
の
ソ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
機
関

ビ
ス
の
ネ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
機
関

（
略
）

（
略
）

七
十
一

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ

七
十
一

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注

、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注

並
び
に
ハ
⑴
か

ー
ビ
ス
の
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注

、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注
９
並
び
に
ハ
⑴
か

15

12

12

ら
⑶
ま
で
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ら
⑶
ま
で
の
注
７
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

10

（
略
）

（
略
）

七
十
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ

七
十
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
イ
⑾
の
注
、
ロ
⑼
の
注
及
び
ハ
⑽
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

ー
ビ
ス
の
イ
⒀
の
注
、
ロ
⑾
の
注
及
び
ハ
⑿
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
療
養
食

る
療
養
食

（
略
）

（
略
）

七
十
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ

七
十
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
イ
⒁
の
注
及
び
ロ
⑿
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ー
ビ
ス
の
イ
⒃
の
注
及
び
ロ
⒁
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（
略
）

（
略
）

七
十
四

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
医
療
院
サ
ー

七
十
四

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
医
療
院
サ
ー

ビ
ス
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

ビ
ス
の
タ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

（
略
）

（
略
）

七
十
四
の
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
医
療
院

七
十
四
の
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
医
療
院

サ
ー
ビ
ス
の
レ
⑵
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処

サ
ー
ビ
ス
の
ツ
⑵
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処

置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

（
略
）

（
略
）

七
十
四
の
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
医
療
院

七
十
四
の
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
医
療
院
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サ
ー
ビ
ス
の
ソ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

サ
ー
ビ
ス
の
ネ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（
略
）

（
略
）

七
十
四
の
四

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す

（
新
設
）

る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
ハ

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者

七
十
五

（
略
）

七
十
五

（
略
）

七
十
六

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問

七
十
六

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基

看
護
費
の
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護

給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
３
の
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
略
）

（
略
）

七
十
七
・
七
十
八

（
略
）

七
十
七
・
七
十
八

（
略
）

七
十
八
の
二

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防

七
十
八
の
二

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

事
業
所
評
価
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月

事
業
所
評
価
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月

か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間

か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

表
の
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
７
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届

出
の
日
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
期
間
）

七
十
九

（
略
）

七
十
九

（
略
）

七
十
九
の
二

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防

（
新
設
）

居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
ハ
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導
費
の
ハ
⑵
を
月
に
一
回
算
定
し
て
い
る
者

八
十

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
療

八
十

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導
費
の
ハ
の
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤

養
管
理
指
導
費
の
ハ
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤
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（
略
）

（
略
）

八
十
一
・
八
十
二

（
略
）

八
十
一
・
八
十
二

（
略
）

八
十
三

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所

八
十
三

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
チ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ト
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

事
業
所
評
価
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月

事
業
所
評
価
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月

か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
若
し
く
は
ニ
の
注
に
掲

表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
、
ハ
又
は
ホ
の
注
に
掲

げ
る
基
準
又
は
ヘ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に

も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら

お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
期
間
）

同
年
十
二
月
ま
で
の
期
間
）

八
十
四
・
八
十
四
の
二

（
略
）

八
十
四
・
八
十
四
の
二

（
略
）

八
十
五

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期

八
十
五

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期

入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑷
の
注
、
ロ
⑸
の
注
、
ハ
⑶
の
注
、
ニ
⑷
の
注
及
び

入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑶
の
注
、
ロ
⑸
の
注
、
ハ
⑶
の
注
、
ニ
⑷
の
注
及
び

ホ
⑺
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

ホ
⑺
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

（
略
）

（
略
）

八
十
五
の
二

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防

八
十
五
の
二

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防

短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑸
の
注
、
ロ
⑹
の
注
、
ハ
⑷
の
注
及
び
ホ
⑼
の

短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑷
の
注
、
ロ
⑹
の
注
、
ハ
⑷
の
注
及
び
ホ
⑼
の

注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（
略
）

（
略
）

八
十
六

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期

八
十
六

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期

入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑹
㈡
及
び
ホ
⑻
ロ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ

入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑸
㈡
及
び
ホ
⑻
ロ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

（
略
）

（
略
）

八
十
七
～
八
十
九

（
略
）

八
十
七
～
八
十
九

（
略
）

（
削
る
）

九
十

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護

予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
注
４
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
入
浴
介
助

第
十
五
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助

九
十

（
略
）

九
十
一

（
略
）


